
一
頁

○
総
務
省
告
示
第

号

聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和

年
総
務
省
令
第

号
）

第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（

令
和
二
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

予
測
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数

次
の
式
に
よ
り
算
定
す
る
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
の
予
測

数
を
い
う
。

予
測
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数

（整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る

。

）

、

＝前
月
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数

（前
月
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
が
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

前
月
の
予
測
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数

）

、

×

前
年
同
月
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数

（前
年
同
月
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
が
な



二
頁

い
場
合
に
あ
っ
て
は

前
年
同
月
の
予
測
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数

）

、

÷

前
年
前
月
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数

（前
年
前
月
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
が
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は

前
年
前
月
の
予
測
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数

）

、

二

前
年
度
過
不
足
額

次
の
式
に
よ
り
算
定
す
る
法
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
の
認
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
単
位
と
な
る
年
度
（
以
下
「
算
定
対
象
年
度
」
と
い
う
。
）
の
前
年
度
の
負
担
金
の
過
不

足
額
を
い
う
。

前
年
度
過
不
足
額

＝算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
を
用
い
て
算
定
し
た
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
特
定
電
話
提
供
事
業

者
ご
と
の
負
担
金
の
合
計
額

－

（算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
交
付
金
の
額

＋
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
要
す
る
費
用
の
額

＋
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
係
る
運
営
資
金
の
返
済
の
額

－
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
よ
り
生
ず
る
収
益
の
額



三
頁

－
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
係
る
運
営
資
金
の
借
入
れ
の
額

－
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
係
る
繰
越
収
支
差
額

－
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
前
年
度
過
不
足
額

）

三

予
測
前
年
度
過
不
足
額

次
の
式
に
よ
り
算
定
す
る
前
年
度
過
不
足
額
の
予
想
額
を
い
う
。

予
測
前
年
度
過
不
足
額

＝算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
又
は
予
測
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
を
用
い
て
算
定
し
た
算
定

対
象
年
度
の
前
年
度
の
特
定
電
話
提
供
事
業
者
ご
と
の
負
担
金
の
合
計
額

－

（算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
交
付
金
の
額

＋
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想
額

＋
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
係
る
運
営
資
金
の
返
済
の
額
の
予
想
額

－
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
よ
り
生
ず
る
収
益
の
額
の
予
想
額



四
頁

－
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
係
る
運
営
資
金
の
借
入
れ
の
額
の
予
想
額

－
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務

に
係
る
繰
越
収
支
差
額
の
予
想
額

－
算
定
対
象
年
度
の
前
年
度
の
前
年
度
過
不
足
額

）

（
番
号
単
価
の
算
定
方
法
）

第
二
条

番
号
単
価
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
度
二
月
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

番
号
単
価＝

（算
定
対
象
年
度
の
交
付
金
の
額

＋
算
定
対
象
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務
に
要
す
る
費
用

の
額
の
予
想
額

＋
算
定
対
象
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務
に
係
る
運
営
資

金
の
返
済
の
額
の
予
想
額

－
算
定
対
象
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務
に
よ
り
生
ず
る

収
益
の
額
の
予
想
額

－
算
定
対
象
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務
に
係
る
運
営
資



五
頁

金
の
借
入
れ
の
額
の
予
想
額

－
算
定
対
象
年
度
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ーサ

ービ
ス
支
援
業
務
に
係
る
繰
越
収

支
差
額
の
予
想
額

－
予
測
前
年
度
過
不
足
額

）

÷

算
定
対
象
年
度
の
予
測
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
の
合
計

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
番
号
単
価
は
、
原
則
と
し
て
算
定
対
象
年
度
の
最
終
算
定
月
以
外
の
月
の
算
定
対

象
電
気
通
信
番
号
の
数
に
係
る
特
定
電
話
提
供
事
業
者
ご
と
の
負
担
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
番
号
単
価
は
、
原
則
と
し
て
、
算
定
対
象
年
度
の
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
認

可
の
申
請
に
係
る
負
担
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
前
年
度
残
余
額
（
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
残
余
の
額
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
終
算
定
月
の
月
末
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
数
に

係
る
算
定
に
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
端
数
処
理
）

第
三
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
番
号
単
価
に
つ
い
て
、
整
数

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
算
定
対
象
年
度
の
交

付
金
の
額
、
算
定
対
象
年
度
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
要
す
る
費

用
の
額
の
予
想
額
、
予
測
前
年
度
過
不
足
額
、
負
担
金
の
徴
収
期
間
及
び
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
の
増
減



六
頁

の
見
込
み
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
算
定
対
象
年
度
の
各
月
ご
と
に
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て

又
は
切
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和

年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。


